
一 般 競 争 入 札 公 告 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 234 条第１項の規定により、建設工事について、

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行う。 

令和７年 10 月 24 日 

志布志市長  下 平 晴 行    

１ 入札に付する事項 

⑴ 工 事 名 

令和７年度交通安全施設設置工事（２工区） 

⑵ 工事場所 

志布志市内 

⑶ 工事概要 

区画線工 L=2234.5ｍ 

⑷ 工  期 

令和８年３月 31 日まで 

⑸ 予定価格（税抜き） 

3,539,000 円 

⑹ 入札方法 

電子入札による。ただし、後述「５ 紙入札による入札方法」中⑴による参加申込み

を行った場合に限り、紙入札により入札に参加することができる。 

 ⑺ 契約締結方法 

本件の契約締結は、原則、【電子契約】で行うこととする。紙契約を希望する場合は、

紙契約申出書（別記様式）を入札書受付期限までに財務課財務グループへ電子メールに

て提出すること。

⑻ 当該入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を別に定める到着期限までにそ

れぞれ提出しなければならない。 

ア 入札参加申込書 

イ 紙入札参加申請書（紙入札参加業者のみ） 

ウ 入札書 

エ 工事費内訳書 

オ 紙契約申出書（紙契約希望者のみ） 

２ 契約条項を示す日時及び場所 

⑴ 閲覧期間及び閲覧時間 



令和７年 10 月 24 日（金）から入札日の前日までの午前８時 30分から午後５時まで 

⑵ 閲覧場所 

・志布志市役所志布志庁舎２階閲覧室 

・かごしま県市町村電子入札システム入札情報サービス 

※かごしま県市町村電子入札システム入札情報サービスで閲覧できる閲覧設計書等は、

一部簡略版として置かれている場合があるので、簡略された内容事案を原因とした変

更契約の申出は認められません。 

⑶ 設計図書等及び現場についての質疑先 

質疑先 ： 志布志市役所 建設課 道路建設グループ 

質疑期限： 令和７年 10月 29 日（水）午後５時まで 

質疑方法： 質問書（指定様式）を上記質疑先へ提出すること。 

回答方法： 入札情報サービスにおいて令和７年 10 月 31 日（金）午後５時までに回 

答書を掲載する。 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

⑴ 令和６年４月５日付け志財第 12 号で通知した令和６・７年度志布志市建設工事入札

参加資格格付「土木一式工事Ｄ」を有する者で、次に掲げる要件を全て満たしている

こと。                                           

   （格付けは、志布志市建設工事入札参加資格審査及び指名競争入札参加者等の指名

基準等に関する要綱（平成 18年志布志市告示第 18 号）第３条による。） 

  ア 本工事落札決定の日までに、志布志市建設工事等有資格業者の指名停止に関する

要綱（平成 18 年志布志市告示第 21 号）第３条、第４条又は第５条の規定による指

名停止を受けている者でないこと。 

  イ 国・都道府県及び地方公共団体から指名停止及び一般競争入札参加資格停止を受

けている者でないこと。 

  ウ 市税等の滞納、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の

事実があり、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

エ 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生

法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立て（同法附則第２条の規

程によりなお従前の例によることとされる更正事件に係る同法による改正前の会社

更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づく更正手続開始の申し立てを含む。）をし

ている者でないこと。 

オ 公告日から入札参加申込書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする

者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全て

が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。 



４ 電子入札による入札方法 

⑴ 入札参加申込み 

かごしま県市町村電子入札システムにより、入札参加申込書の電子データを添付し

て申し込むものとする。 

⑵ 参加申込書受付日時 

令和７年 10 月 24 日（金）午前８時 30分から令和７年 10 月 30 日（木）午後５時ま 

  で 

⑶ 確認通知書発行日 

令和７年 10 月 31 日（金） 

⑷ 入札書受付日時 

令和７年 11 月４日（火）午前８時 30 分から令和７年 11月５日（水）午後５時ま 

  で 

⑸ 入札書提出先 

かごしま県市町村電子入札システムによること。 

⑹ 電子入札システム故障等の対応 

電子入札で参加申込み後、電子入札システムの故障等により入札書の提出ができな

くなった場合は、紙入札への変更ができるものとする。ただし、この場合においては

紙入札参加申請書の提出は、入札書提出締切の前日までに行わなければならない。 

５ 紙入札による入札方法 

⑴ 紙入札参加申込み 

紙入札参加申請書及び入札参加申込書を志布志市財務課財務グループに提出し、申

し込むものとする。 

⑵ 紙入札参加申請書受付日時 

令和７年 10 月 24 日（金）午前８時 30分から令和７年 10 月 30 日（木）午後５時ま 

  で 

⑶ 紙入札提出書類 

ア 入札書 

イ 工事費内訳書 

⑷ 紙入札提出書類到着期限 

令和７年 11 月５日（水）午後５時まで 

⑸ 入札書等郵送に際しての注意事項 

別記「郵便入札封筒様式例」及び「チェックシート（紙入札参加者用）」による。 

６ 開札日時及び場所 

 令和７年 11月６日（木）午前８時 30分 志布志市役所財務課 



７ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

８ 最低制限価格の設定の有無 

  有 

９ 入札に関するその他の条件 

  特になし。 

10 入札の無効 

⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札、及び次に掲げる入札に関する条件に違反

した入札。 

⑵ 予定価格を上回る価格をもって入札したとき。 

⑶ 最低制限価格を下回る価格をもって入札したとき。 

⑷ 工事費内訳書の提出を求めている案件において、工事費内訳書の金額が入札額に対 

応しないとき。 

⑸ 「５ 紙入札による入札方法」中⑵に掲げる期間内に必要書類を提出しないとき。 

⑹ 「５ 紙入札による入札方法」中⑶に掲げる提出書類に不備があるとき。 

⑺ 入札参加申込書を提出していない者又は虚偽の入札参加申込みをした者が入札した 

とき。 

⑻ 工事費内訳書の提出を求めている案件において、工事費内訳書を提出しない者又は 

工事費内訳書が未提出であると認められるものが入札したとき。 

⑼ ２以上の入札書（紙入札参加者が紙入札及び電子入札により提出した入札書を含 

む。）を提出したとき。 

⑽ 紙入札において、書留郵便又は簡易書留郵便以外の郵送によるとき。 

⑾ 持参など郵送方法によらないとき。 

⑿ 代理人により入札したとき。 

⒀ 紙入札において、「５ 紙入札による入札方法」中⑷の提出書類到着期限後に市役 

所本庁に配達されたとき。 

⒁ 紙入札において、２件以上の申請書等を１つの封書に入れ、送付されたとき。 

11 契約書案の提出に関する事項 

  落札者は、落札決定通知を受けた日から 7 日以内に、市が電子契約システムにアップ

ロードした契約書の案の内容を確認し、法令で定められた措置(電子署名)を講じなけれ

ばならない。 

紙契約希望の落札者は、落札決定通知を受けた日から 7 日以内に、記名押印した契約



書の案を作成し、提出しなければならない。 

  なお、期間が経過した場合は、落札者が契約の締結をしない旨を申し出たものとみな

すことになる。 

12 前金払の有無 

  入札の結果、契約金額 500 万円以上のとき、又は契約金額 300 万円以上かつ 50日以上

の工期の場合、前金払「有」の案件となる。 

13 契約保証金 

  契約金額が 500 万円を超える場合は契約金額の 100 分の 10 以上とし、契約金額が 500

万円以下の場合は免除する。 

  契約保証の手段は、次の各号のいずれかとなり、落札決定後に確認を行う。 

⑴ 契約保証金（金銭）            ⑵ 利付国債 

⑶ 銀行等の保証               ⑷ 前払保証事業会社の保証 

⑸ 公共工事履行保証証券による保証      ⑹ 履行保証保険契約の締結 

14 その他 

⑴ 落札者への通知は、開札日の翌日（その日が志布志市の休日を定める条例(平成 18 

年志布志市条例第 3号)第 1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、 

その日後においてその日に最も近い休日でない日）午前９時から午前 11 時までに電 

子入札システムにて行う。ただし、紙入札による入札参加者については電話にて行う。 

⑵ 入札参加者がいない場合、入札を中止する。 

⑶ 落札者は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 20条の２第２項の規定に基づき、 

 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、 

 落札決定から請負契約を締結するまでに、契約者に対して、その旨を当該事象の状況 

の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 

⑷ その他不明な点については、志布志市役所財務課財務グループに照会すること。 


